
□ 医師の働き方改革の制度概要を御存知ですか？

□ 医師の労働時間を把握していますか？
（副業・兼業先の労働時間は自己申告等により把握します）

□ 2024年4月から、どの水準の適用を目指すか決めていますか？

⇒ １つでもNo があれば、まずは、本チラシをCheck！！
＊ より詳細な制度内容は「いきサポ（いきいき働く医療機関サポートWeb）」よりご確認いただけます！

＊ 各都道府県設置の「勤改センター（医療機関勤務環境改善支援センター）」が無料相談を受け付けています。

1

医師の働き方改革

2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。備えは十分ですか？

各都道府県の勤改センターの連絡先は、

いきサポより検索可能です。

いきサポには好事例や関連セミナー動

画も掲載されています。



２０２４年４月に向けて、手続きが必要になることも！
医師の労働時間を把握し、必要な取組を確認下さい！

2021年度中に労働時間（実態）を把握し、ゴール（どの水準を目指すか）を設定し、取組を開始することが必要。

2

医師の働き方改革に関する御相談は、勤改センター （ 医 療 勤 務 環 境 改 善 支 援 セ ン タ ー ） へ！
＊ 勤 改 セ ン タ ー の 連 絡 先 は 「 い き サ ポ 」 h t t p s : / / i r y o u - k i n m u k a n k y o u . m h l w . g o . j p /か ら 検 索 い た だ け ま す 。



２０２４年４月～ 医師の働き方改革 制度概要

２０２４年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で

指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ



労働時間を把握して、連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用の要否の検討を！

所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。

副業・兼業先の労働時間は自己申告等により把握し、通算して管理する。


